
省エネルギー設備等導入事業費補助金
本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー設備等を導入した市内の中小企業に対し、経費の一
部を補助することとします。

愛媛県四国中央市

助成型（※2）

設備投資 / その他

市内の中小企業者等

～2025年3月14日

補助率:2/3以内、補助限度額:100万円

補助対象設備:市内に存する事業所に導入するもの。省エネルギー診断等における改善提案
の内容に沿ったもの。等

四国中央市 経済部 産業支援課
電話：0896-28-6186

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41545.html
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